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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第57号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定
した。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援
事業者の指定　 （障害者支援課）   63
○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援
事業者の廃止　 （　　 〃 　　）   64
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業者の指定　 （　　 〃 　　）   〃
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業者の廃止　 （　　 〃 　　）   65
○特定水産資源（くろまぐろ（大型魚））
に関する令和７管理年度における知事管
理漁獲可能量の変更　 （水産課）   66

○保安林の指定予定　 （丹後広域振興局）   67
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知
　 （山城広域振興局）   〃
○公共測量の実施　 （用地課）   〃
○道路の区域変更　 
 （中丹西土木事務所、丹後土木事務所）   68
○道路の供用開始　 （中丹西土木事務所）   〃

公　　　　　告

○道路の位置の指定の取消し　 （　　　 〃 　　　）   〃

府　　議　　会

○令和６年度京都府議会個人情報保護条例の施行状 
況　   69
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京都府告示第58号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により、次のとおり、指定障害児通所支援事業者
から廃止の届出があった。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第59号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する指
定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第60号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、
次のとおり、指定障害福祉サービス事業者から廃止の届出があった。
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　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第61号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項の規定により、くろまぐろ（大型魚）に関する令和７管理年度（令和
７年４月１日から令和８年３月31日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次のとおり令和８年１月27日
に変更した。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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特定水産資源 知事管理区分 知事管理漁獲可能量

くろまぐろ（大型魚） 京都府定置漁業 44.6ｔ

京都府漁船漁業等（日本海） 3.5ｔ

京都府漁船漁業等（その他海域） 4.2ｔ

留保 1.3ｔ

本号260217K

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　木津川市（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　木津川市（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を

定めない。
　　ウ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府山城広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、木津川市役所においてその図面
及び関係書類を閲覧することができる。）

京都府告示第64号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である宮内庁書陵部陵
墓課長から通知があった。

京都府告示第62号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林予定森林の所在場所
　　与謝郡与謝野町字弓木定山43、44
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府
丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課及び京都府農
林水産部森の保全推進課において縦覧に供する。なお、
与謝野町役場においてその関係書類を閲覧することがで
きる。）

京都府告示第63号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第29条の規定により、次のとおり保安林の
指定施業要件を変更する予定である旨農林水産大臣から
通知があった。
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宮津市字漁師1698の１
から

宮津市字漁師1690の10
（右）地先まで 後

最小　 4.0

最大　22.6
45.5

宮津市字漁師1769から

宮津市字漁師1768まで

最小　 4.0

最大　 4.0
5.2

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年２月17日から令和８年３月３日まで縦覧に供する。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　舞鶴福知山線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

福知山市大江町二箇小字岡坂1087の
２から

福知山市大江町二箇小字岡1141の２
を経て

福知山市大江町二箇小字石橋1225の
２まで

令和８年２月17日

４　縦 覧 場 所　　京都府中丹西土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

　公　　　　告　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定の取消しを次のとお
り行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　京都市北区平野八丁柳町及び等持院東町並びに上京
区行衛町
２　測量の期間
　　令和８年２月４日から令和８年３月25日まで
３　測量の種類
　　公共測量（基準点測量）

京都府告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年２月17日から令和８年３月３日まで縦覧に供する。

　令和８年２月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　舞鶴福知山線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

福知山市大江町二箇小字岡坂
1087の２から

福知山市大江町二箇小字石橋
1234の４を経て

福知山市大江町二箇小字矢ノ
谷1207の１まで

前

m
 最小　 8.9

 最大　17.5

m

　  548.9

後
 最小　 9.6

 最大　22.8

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹西土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　田井大垣自転車道線
　⑶　道路の区域

区　　　　　間
変更
前後
別

敷地の
幅　員 延　長 備　考

宮津市字漁師1698の１
から

宮津市字漁師1768まで

前

ｍ
最小　 2.0

最大　 3.0

ｍ

167.4

旧道の区域
の廃止

廃道

延長
131.4ｍ

幅員

最小 2.0ｍ

最大 3.0ｍ

宮津市字漁師1698の１
から

宮津市字漁師1690の10
（右）地先まで

最小　 4.0

最大　22.6
45.5

宮津市字漁師1769から

宮津市字漁師1768まで

最小　 4.0

最大　 4.0
5.2
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指定取消 
番　　号

指定取消 
年 月 日

所管土木
事務所名 道路の位置

道路の 
延　長

道路の 
幅　員

８中西土
建第60号

令

 8. 2. 5
京都府中
丹西土木
事務所

福知山市字
天田小字沢
94、100、
101、182、
183

ｍ

98.2

ｍ
最小　4.0
最大　5.0

８中西土
建第61号 〃 〃

〃　　　〃
　　小字崎
山350の６

17.9
最小　4.0
最大　4.0

府　　議　　会

　京都府議会個人情報保護条例（令和４年京都府条例第
37号）第50条の規定により、令和６年度における同条例
の施行の状況を次のとおり公表する。

　令和８年２月17日
京都府議会議長　荒　巻　　隆　三　

１　保有個人情報開示請求の件数及び処理の件数（令和
６年度中に請求があり、同年度中に決定をしたもの）
　　該当なし
２　不服申立ての状況等
　⑴　京都府議会個人情報保護条例に基づく決定に対す
る不服申立ての件数

　　　該当なし
　⑵　令和６年度における処理の状況
　　　該当なし
３　簡易開示の状況
　　該当なし
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